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議案第１０２号 

千葉市市税条例の一部改正について 

千葉市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

 千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第９条第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。 

第１２条第１項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を

「第２９２条第１項第４号の２」に改める。 

 第１４条の２第１項中「又は各連結事業年度」を削り、同条第２項中

「の規定によって申告納付すべき法人にあっては同項」及び「、同条第

４項の規定によって申告納付すべき法人にあっては同項に規定する連結

法人額の課税標準の算定期間の末日現在」を削る。 

第１５条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項を第２

項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  第１０条第１号に掲げる者は、３月１５日までに、法第３１７条の

２第１項各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で

前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７で定めるものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１

項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）

若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこ
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れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは法第３１４条の７第１項及び第

１１項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとするものを除 

 く。）及び前年の合計所得金額が４５万円以下の者については、この

限りでない。 

第１８条の６第２項中「によって」を「により」に、「においては」

を「には」に改め、「これを」を削り、「課する」を「課することがで

きる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

  この場合において、市長は、当該登録をしようとするときは、あら

かじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第１８条の６第５項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の 

１５」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項中「によって」を

「により」に、「第４９条の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を

「みなすことができる」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録さ

れている」を「登録がされている」に、「みなす」を「みなすことがで

きる」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加

える。 

３ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有

者の存在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、そ

の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に

固定資産税を課することができる。この場合において、市長は、当該

登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知

しなければならない。 

第１８条の９の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」

を「第３４９の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９の３第 

２９項」を「第３４９の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９

の３第３０項」を「第３４９の３第２９項」に改める。 

 第２６条の２の次に次の１条を加える。 
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（現所有者の申告）  

第２６条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。

以下この条及び第４９条第１項第２号において同じ。）は、現所有者

であることを知った日の翌日から３月を経過した日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

（１）土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する

個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する

個人との関係） 

（２）土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡してい

る場合における当該個人の住所及び氏名 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し

必要と認める事項 

第４０条第２項中「第１８条の６第４項」を「第１８条の６第５項」

に改める。 

第４９条第１項第２号中「第１５条第２項若しくは第３項」を「第 

１５条第３項若しくは第４項」に、「軽自動車税」を「現所有者が正当

な理由がなくて第２６条の３の規定による申告書を同条に規定する期限

までに提出しなかった場合、環境性能割の納税義務者が正当な理由がな

くて第２８条の７の規定により提出すべき申告書若しくは報告書につい

て同条に規定する期限までに申告し、又は提出しなかった場合、種別割」

に改める。 

附則第５条第１項中「法附則第６１条及び法附則第６２条」を「第 

６３条及び第６４条」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「第 

１５条第２項第６号」を「第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条

第３項とし、同条第５項を同条第４項とし、同条第６項中「第１５条第 

３３項第１号」を「第１５条第３０項第１号」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第７項中「第１５条第３３項第２号」を「第１５条第３０

項第２号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「第１５条第

３３項第３号」を「第１５条第３０項第３号」に改め、同項を同条第７
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項とし、同条第９項中「第１５条第３８項」を「第１５条第３４項」に

改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項を削り、同条第１１項中

「第１５条第４４項」を「第１５条第３８項」に改め、同項を同条第９

項とし、同条第１２項中「第１５条第４５項」を「第１５条第３９項」

に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１３項中「第１５条第４７項」

を「第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１４

項を同条第１２項とし、同条第１５項中「第６２条」を「第６４条」に

改め、同項を同条第１３項とする。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の対象） 

第１７条 法附則第６０条第３項に規定する条例で定める放棄は、新型

コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時

特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第５条第４項に規定する

指定行事の同条第１項に規定する中止等により生じた同項に規定する

入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄（地方税法等の一部を改

正する法律（令和２年法律第２６号）附則第３条の規定により当該放

棄とみなされる寄附金の支出を含む。）とする。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年１月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第９条第１項の改正規定、第１８条の６第３項から第５項までの

改正規定（同条第３項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、

「みなす」を「みなすことができる」に改める部分、同条第４項中

「によって」を「により」に、「第４９条の２」を「第４９条の

３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改める部分及び同

条第５項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改

める部分に限る。）、第１８条の９（見出しを含む。）の改正規定

及び附則第５条の改正規定（同条第１項及び第１５項の改正規定を

除く。） 公布の日 
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（２）第１２条第１項の表第１号オの改正規定及び第１４条の２の改正

規定 令和４年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の千葉市市税条例（以下「新条例」とい

う。）第１４条の２の規定は、令和４年４月１日以後に開始する事業

年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３

条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条において

「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子

法人（次項において「連結子法人という。」）の連結親法人事業年度

（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度

をいう。次項において同じ。）が同日前に開始した事業年度を除く。）

分の法人の市民税について適用する。 

２ 令和４年４月１日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人

事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及

び同日前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１

項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連

結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含

む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１５条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第１８条の６第２項の規定は、令和３年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第１８条の６第３項の規定は、令和３年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。 

３ 新条例第２６条の３の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規

定する現所有者であることを知った者について適用する。 

４ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された
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地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規

定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項におい

て「旧法」という。）附則第１５条第２項第２号に掲げる施設又は設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得

された旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方税法の一部改正を踏まえ、相続に伴う土地又は家屋の現所有者

による申告義務を定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 
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議案第１０３号 

千葉市国民健康保険条例及び千葉市介護保険条例の一部改正につ

いて 

千葉市国民健康保険条例及び千葉市介護保険条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。 

令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険条例及び千葉市介護保険条例の一部を改正す

る条例 

（千葉市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

第３２条第１項中「一に」を「いずれかに」に、「６月以内」を

「１年以内」に改める。 

 （千葉市介護保険条例の一部改正） 

第２条 千葉市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第１０条第１項中「６月以内」を「１年以内」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国民健康保険料及び介護保険料の徴収猶予期間を１年以内とするほ

か、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第１０４号 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の

一部改正について 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の

一部を改正する条例 

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例（平成

２９年千葉市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「第１３条第４項」を「第１３条第５項」に改める。 

第４条を削り、第５条を第４条とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国家戦略特別区域法の一部改正に伴い、立入調査等の規定を削るほ

か、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
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議案第１０５号 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。 

令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例 

母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５５年千葉市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 

 第１条中「母子又は父子の家庭」を「ひとり親家庭」に改める。 

第２条第１項中「母子又は父子の家庭」を「ひとり親家庭」に改め、

同条第２項中「者」の次に「又は２０歳未満で児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号）別表第１に定める程度の障害の状態にあ

る者」を加え、同条第３項中「父及び母」を「母及び父」に改め、同条

に次の２項を加える。 

４ この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、こ

れを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規定する小規模住居型

児童養育事業を行う者又は同法第６条の４に規定する里親以外のもの

をいう。 

（１）父母のない児童 

（２）母及び父が監護しない第１項に規定するひとり親家庭の児童 

５ この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）又は規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各

法」という。）の規定により療養等を取り扱う病院、診療所若しくは

薬局又はその他の者をいう。 
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第３条第１項中「（昭和３３年法律第１９２号）」、「規則で定める」

及び「(以下「社会保険各法」という。)」を削り、「母子又は父子の

家庭」を「ひとり親家庭」に改め、同項に次の２号を加える。 

（４）養育者 

（５）養育者が養育する前条第４項各号に掲げる児童（次項において

「養育者が養育する児童」という。） 

第３条第２項ただし書中「第４号又は第５号」を「第３号又は第４号」

に改め、同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同項第４号

中「母子又は父子の家庭」を「ひとり親家庭」に、「父母のない児童と

生計を一にしている者（以下「母子家庭の母等」という。）」を「養育

者（次号において「ひとり親家庭の親等」という。）」に、「及び当該

父母のない児童」を「、当該養育者及び当該養育者が養育する児童」に

改め、同号を同項第３号とし、同項第５号中「父母のない児童と生計を

一にしている者」を「ひとり親家庭の親等（市長が別に定める者を除

く。）」に、「母子家庭の母等」を「ひとり親家庭の親等」に、「母子

又は父子の家庭」を「ひとり親家庭」に、「及び当該父母のない児童」

を「、当該養育者及び当該養育者が養育する児童」に改め、同号を同項

第４号とし、同条第３項中「前項第４号及び第５号」を「前項第３号及

び第４号」に改める。 

第５条及び第６条を次のように改める。 

（助成の方法） 

第５条 助成は、次条第１項に規定する受給券が医療機関に提示された

上で、医療を受けた場合において、助成する額を当該医療機関に支払

うことによって行うものとする。 

２ 前項の助成が受けられない場合で、市長が必要があると認めたとき

は、助成する額を対象者又はその保護者に支給することにより助成を

行うことができる。 

３ 前項の助成は、規則で定めるところにより、対象者又はその保護者

の申請に基づき、月を単位として行うものとする。 

（受給券） 

第６条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長
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に申請して対象者であることを証する書類（次項において「受給券」

という。）の交付を受けなければならない。 

２ 受給券は、規則で定めるところにより、更新するものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後の治療に係る医療費の助成につ

いて適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、なお従前

の例による。 

（子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正） 

３ 子どもの医療費の助成に関する条例（昭和４５年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号中「母子及び父子家庭等の医療費の助成に関す

る条例」を「ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」に改める。 

（千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

４ 千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年千葉

市条例第６３号）の一部を次のように改正する。 

別表４の項中「母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例」

を「ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」に、「母子及び父

子家庭等の医療費の助成に関する事務」を「ひとり親家庭等の医療費

の助成に関する事務」に改める。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

助成方法を現物給付方式に改めるとともに、助成対象を拡大するた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０６号 

千葉市立小学校設置条例の一部改正について 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例 

千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表千葉市立大宮台小学校の項を削る。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

大宮小学校及び大宮台小学校を統合し、大宮小学校とするため、条

例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０７号 

千葉市立中学校設置条例の一部改正について 

千葉市立中学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

  令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市立中学校設置条例の一部を改正する条例 

千葉市立中学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

第２条の表千葉市立高洲第一中学校の項及び千葉市立高洲第二中学校

の項を削り、同表に次のように加える。 

千葉市立高洲中学校 千葉市美浜区高洲２丁目３番１８号 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

高洲第一中学校及び高洲第二中学校を統合し、新たに高洲中学校を

設置するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第１０８号 

千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例の一部改正について 

 千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例の一部を改正する条例 

 千葉市地域公共交通活性化協議会設置条例（平成３１年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「地域公共交通網形成計画」を「地域公共交通計画」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日又は持続可能な運送サービスの提供の確保に資

する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

等の一部を改正する法律（令和２年法律第３６号）の施行の日のいずれ

か遅い日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、地

域公共交通網形成計画の名称を変更するため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第１０９号 

千葉市営住宅条例の一部改正について 

 千葉市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

  令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市営住宅条例の一部を改正する条例 

 千葉市営住宅条例（昭和３６年千葉市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表の公営住宅の表大宮町第１団地の項及び別表のその他住宅の表大

宮町第１団地の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

大宮町第１団地を廃止するため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第１１０号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和２年９月８日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

第１条 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇我

スポーツ公

園 

蘇我球技場 千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

多目的広場 年末年始以外の

日 

午前９時から午

後９時まで 庭球場 

第１多目的グラ

ウンド 

円形野球場 

第２多目的グラ

ウンド 

午前９時から午

後５時まで 

第１駐車場 午前８時３０分

か ら 午 後 ９ 時

３０分まで 

第２駐車場 

第３駐車場 

 別表第９第１項第３号を次のように改める。 

（３）附属施設利用料金 

区分 入場料の類を徴

収しない場合 

入場料の類を徴

収する場合 

拡声装置 午前９時から午

後５時まで 

１，１００円 ２，２００円 
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午後５時から午

後９時まで 

５２０円 １，１００円 

時間外 (１時間

につき) 

１３０円 ２６０円 

照明設備 １時間につき  ３，２００円 

 備考 時間外とは、第９条第４項の規定により供用時間以外の時間

に供用する場合における当該供用時間以外の時間をいう。以下同

じ。 

第２条 千葉市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

附則第６項中「第２多目的グラウンド（南）及び円形野球場の指定

管理者の指定（平成３２年３月３１日以前を期間の終期とするものに

限る。）」を「第３多目的グラウンドの指定管理者の指定（令和７年

３月３１日以前を期間の終期とするものに限る。）」に改める。 

別表第２千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇我

スポーツ公

園 

蘇我球技場 千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

多目的広場 年末年始以外の

日 

午前９時から午

後９時まで 庭球場 

第１多目的グラ

ウンド 

円形野球場 

第２多目的グラ

ウンド 

午前９時から午

後５時まで 

第３多目的グラ

ウンド 

第１駐車場 午前８時３０分

か ら 午 後 ９ 時

３０分まで 

第２駐車場 

第３駐車場 

別表第３千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

18



千葉市蘇我スポーツ公園 多目的広場 

庭球場 

第１多目的グラウンド 

第２多目的グラウンド 

円形野球場 

第３多目的グラウンド 

第１駐車場 

第２駐車場 

第３駐車場 

別表第９に次の１項を加える。 

20 千葉市蘇我スポーツ公園第３多目的グラウンド 

（１）専用使用利用料金 

区分 半日 １日 時間外（１時

間につき） 

アマチ

ュアが

使用す

るとき 

全面 ２２，５００

円 

４５，０００

円 

５，６２０円 

グラウン

ドゴルフ

場のみ 

７，０００円 １４，０００

円 

１，７５０円 

アマチ

ュア以

外が使

用する

とき 

全面 ４５，０００

円 

９０，０００

円 

１１，２５０

円 

備考  

１ 専用使用利用料金を適用する場合は、５０人以上の参加が見

込まれるパークゴルフ、ターゲットバードゴルフ及びグラウン

ドゴルフの大会で使用する場合又は市長が別に定める場合に限

る。 

２ 半日とは、午前９時から午後１時まで又は午後１時から午後
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５時までをいい、半日を超過して使用する場合は、１時間につ

き時間外（１時間につき）の金額を適用する。 

３ １日とは、午前９時から午後５時までをいう。 

（２）個人使用利用料金 

    ア パークゴルフ及びターゲットバードゴルフ 

区分 金額 

１回につき １日 

一般 ３００円 ９００円 

小・中・高校生 １５０円 ４５０円 

  備考  

１ １回とは、９ホールを２周りまで使用することをいう。 

２ １日とは、午前９時から午後５時までをいう。 

   イ グラウンドゴルフ   

区分 金額 

２時間以内 ２時間を超えた場

合１時間につき 

一般 ３００円 １５０円 

小・中・高校生 １５０円 ７０円 

   附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は

公布の日から、第１条の規定は令和３年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の附則第６項前段の規定による千葉市蘇

我スポーツ公園の第３多目的グラウンドの指定管理者の指定の手続は、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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議 案 説 明 

蘇我スポーツ公園に第３多目的グラウンドを設置するとともに、円

形野球場の供用時間を変更するため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第１１１号 

   町の区域及び名称の変更について 

 市は、次のとおり緑区の町の区域及び名称を変更するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 変更調書 

新 旧 
地      番 

町 名 町 名 

辺田町 平山町 １，９７４の１ １，９７４の５ １，９７

４の６ １，９７８の２ １，９８６ 

   

 

備考 上記の土地の表示は、令和２年８月２０日現在の登記事項証明書

によるものである。 
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辺田町

鎌取町
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この平面図は、平成21年千葉市都市図を使用したものである。

鎌取イン
ターチェ

ンジ
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議 案 説 明 

  町の区域及び名称の変更について、地方自治法第２６０条第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１２号 

   財産の取得について 

 市は、次のとおり財産を取得するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 取得財産 ＧＩＧＡスクール用パーソナルコンピュータ 

（１）パーソナルコンピュータ ７６，９４９台 

２ 取得予定価額 ３，６８１，８８３，７００円 
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議 案 説 明 

  ＧＩＧＡスクール用パーソナルコンピュータを取得することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１３号 

   財産の取得について 

 市は、次のとおり財産を取得するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 取得財産 ＧＩＧＡスクール用電源キャビネット 

（１）パーソナルコンピュータ４４台用電源キャビネット 

 ２，２４３台 

（２）パーソナルコンピュータ２２台用電源キャビネット 

 １６８台 

２ 取得予定価額 ２１５，５３３，０１０円 
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議 案 説 明 

  ＧＩＧＡスクール用電源キャビネットを取得することについて、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第１１４号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 千葉市蘇我スポーツ公園多目的広場（フクダ電子スク 

エア）人工芝改修工事 

２ 施工場所 千葉市中央区川崎町２番１８ 

３ 工事概要（１）敷地造成工一式 

      （２）公園施設等撤去工一式 

      （３）グラウンド・コート舗装工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４３５，６００，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から１６０日間 

７ 請 負 者 千葉市中央区都町３丁目２９番１号 

清水・白川土建建設共同企業体 

       代表者 千葉市中央区都町３丁目２９番１号 

           株式会社清水土木 

           代表取締役 田中 秀典 

           千葉市若葉区貝塚町２０３５番地７ 

           株式会社白川土建 

           代表取締役 白川 栄玉 
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議 案 説 明 

  千葉市蘇我スポーツ公園多目的広場人工芝改修工事を行うための工

事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものでありま

す。 
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議案第１１５号 

   損害賠償額の決定及び和解について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定め、和解するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額 

１３，８２６，０２４円 

２ 相手方 

東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

専務取締役 依田 茂 

３ 事件の概要 

  千葉市が、平成２８年７月１５日付けで相手方と締結した「千葉市

人事給与情報システム機器等賃貸借契約」について、新システムの稼

働に伴い、賃貸借物件が不要となることから、令和２年４月１日付け

で当該契約の一部を変更して契約期間を短縮したところ、相手方に残

存期間に得られるはずであった利益相当額の損害を与えたもの 

４ 和解条項 

（１）千葉市は、相手方に対し、前記３事件の概要に記載の事件（以下

「本件事件」という。）による相手方の損害について、１３， 

８２６，０２４円の賠償義務があることを認める。 

（２）千葉市は、相手方に対し、前号の金員を、令和２年１０月末日ま

でに、相手方の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払

う。 

（３）千葉市及び相手方は、千葉市と相手方との間には、本件事件に関

し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを

相互に確認し、今後いかなる事情が発生しても異議を申し立てな

いことを確約する。 

（４）本和解条項は、千葉市議会の議決を得たときに効力を生ずるもの

とする。千葉市議会の議決を得られないときは、本和解条項は無

30



効とする。その場合、千葉市は、一切の責任を負わないものとす

る。 
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議 案 説 明 

  損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１１６号 

   損害賠償額の決定及び和解について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定め、和解するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額 

１３，２８０，３２０円 

２ 相手方 

東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

株式会社ＪＥＣＣ 

専務取締役 依田 茂 

３ 事件の概要 

  千葉市が、平成２９年１月６日付けで相手方と締結した「人事給与

情報システム機器等賃貸借契約」について、新システムの稼働に伴い、

賃貸借物件が不要となることから、令和２年４月１日付けで当該契約

の一部を変更して契約期間を短縮したところ、相手方に残存期間に得

られるはずであった利益相当額の損害を与えたもの 

４ 和解条項 

（１）千葉市は、相手方に対し、前記３事件の概要に記載の事件（以下

「本件事件」という。）による相手方の損害について、１３， 

２８０，３２０円の賠償義務があることを認める。 

（２）千葉市は、相手方に対し、前号の金員を、令和２年１０月末日ま

でに、相手方の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払

う。 

（３）千葉市及び相手方は、千葉市と相手方との間には、本件事件に関

し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを

相互に確認し、今後いかなる事情が発生しても異議を申し立てな

いことを確約する。 

（４）本和解条項は、千葉市議会の議決を得たときに効力を生ずるもの

とする。千葉市議会の議決を得られないときは、本和解条項は無

32



効とする。その場合、千葉市は、一切の責任を負わないものとす

る。 
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議 案 説 明 

損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１１７号 

   損害賠償額の決定及び和解について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定め、和解するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額 

  １６，５７９，６４８円 

２ 相手方 

  千葉市若葉区在住者 

３ 事件の概要 

  令和元年９月９日、市道千城台２１５号線（以下「市道」とい

う。）において、車道の集水桝の上に落葉が堆積していたため、台風

による降雨を排水しきれず、雨水が道路の沈下していた部分に集中し、

市道の法面に流出・浸透したことにより、当該法面が崩落し、相手方

が所有する家屋に損害を生じさせたもの 

４ 和解条項 

（１）千葉市は、相手方に対し、前記３事件の概要に記載の事件（以下

「本件事件」という。）による相手方の損害について、１６， 

５７９，６４８円の賠償義務があることを認める。 

（２）千葉市は、前号に記載する相手方の損害額を、令和２年１０月 

１４日までに、相手方の指定する預金口座に振り込むことにより

支払うものとする。 

（３）相手方及び千葉市は、本件事件に関し、本和解条項に定めるほか

何らの債権債務がないことを相互に確認し、今後いかなる事情が

発生しても異議を申し立てないことを確約する。 

（４）本和解条項は、千葉市議会の議決を得たときに効力を生ずるもの

とし、千葉市議会の議決を得られないときは、本和解条項は無効

とする。その場合、千葉市は一切の責任を負わないものとする。 
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議 案 説 明 

  損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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議案第１１８号 

   市道路線の認定について 

 市は、次のとおり市道路線を認定するものとする。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

市道路線認定調書 

 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

① 稲毛海岸４２号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

② 稲毛海岸４３号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

③ 稲毛海岸４４号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

④ 稲毛海岸４５号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑤ 稲毛海岸４６号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑥ 稲毛海岸４７号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑦ 稲毛海岸４８号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑧ 稲毛海岸４９号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑨ 稲毛海岸５０号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑩ 稲毛海岸５１号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑪ 稲毛海岸５２号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑫ 稲毛海岸５３号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑬ 稲毛海岸５４号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑭ 稲毛海岸７０７号線 稲毛海岸２丁目地内 稲毛海岸２丁目地内

⑮ 稲毛海岸５５号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

⑯ 稲毛海岸５６号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

⑰ 稲毛海岸５７号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

⑱ 稲毛海岸５８号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

⑲ 稲毛海岸７０８号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

⑳ 稲毛海岸７０９号線 稲毛海岸５丁目地内 稲毛海岸５丁目地内

㉑ 花園１５６号線 花園町地内 花園町地内

㉒ 花園１５７号線 花園町地内 花園町地内

㉓ 小倉町２１６号線 小倉町地内 小倉町地内

㉔ 桜木町２１８号線 桜木３丁目地内 桜木３丁目地内

㉕ 三角町１１１号線 三角町地内 三角町地内

3

4

5

市道路線認定図番号

1

2

6
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㉖ 武石町９５号線 武石町１丁目地内 武石町１丁目地内

㉗ 鎌取町６４号線 鎌取町地内 鎌取町地内

㉘ 鎌取町６５号線 鎌取町地内 鎌取町地内

㉙ 誉田町２５９号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

㉚ 誉田町２６０号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

㉛ 作新台６６号線 作新台７丁目地内 作新台７丁目地内

7

8

9

10
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⑭ 
稲浜 

整 理 番 号 ① ～ ⑭  市 道 路 線 認 定 図 1 

 小学校 

稲毛海岸 

２丁目公園 

稲毛海岸 

高洲 

公園 

１丁目公園 

⑬ 
⑫ 

⑪ 

⑩ 
⑨ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ ④ 

③ 
① 

② 
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整 理 番 号 ⑮ ～ ⑳  市 道 路 線 認 定 図 2 

⑳ 

小学校 

稲毛第二 

⑱ 

⑰ 

 
⑯ 

⑮ 

 

⑲ 
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児童 

㉒ 

小学校 

整 理 番 号 ㉑ ㉒  市 道 路 線 認 定 図 3 

西小中台 

公園 

えごだ 
西公園 

公園 
南花園１丁目 

㉑ 

40



 

整 理 番 号 ㉓  市 道 路 線 認 定 図 4 

第３公園 

㉓ 

小倉小学校 

小倉町 
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整 理 番 号 ㉔  市 道 路 線 認 定 図 5 

㉔ 

桜木小学校 

桜木東 
第４公園 

桜木東 
第３公園 

 

 

加曽利貝塚 

 縄文遺跡公園 

桜木東 

 
第２公園 

 

桜木 

 

桜木 

第４公園 

 

公民館 
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整 理 番 号 ㉕  市 道 路 線 認 定 図 6 

みすみ 
㉕ 

中学校 

こてはし台 

公園 

こてはし台 
公園 

こてはし台 
４丁目公園 
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整 理 番 号 ㉖  市 道 路 線 認 定 図 7 

㉖ 

瑞穂小学校 

花見川 

区役所 

 

しらさぎ公園 
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整 理 番 号 ㉗ ㉘ 市 道 路 線 認 定 図 8 

㉗ 

㉘ 

千葉聾学校 

県立 

JR鎌取駅 
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誉田 PA 

㉙ 

整 理 番 号 ㉙ ㉚ 市 道 路 線 認 定 図 9 

誉田公園 

誉田中学校 

誉田小学校 

㉚

㉚ 
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整理番号㉛  市道路線認定図 1 0 

㉛

㉛ 

 

作新小学校 

凡    例 

㉛市道作新台６６号線 

 

 

 

 

 

認 定 道 路 

既 認 定 道 路 

作新台 

光公園 

長作 

市民の森 

長作台 

第１公園 
長作台 

第２公園 

市立 

長作台 
第４公園 

作新台 

６丁目公園 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定に基づき、議

決を求めるものであります。 

48



 

 

議案第１１９号 

   令和元年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい 

   て 

 令和元年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金２，５９２， 

１４４，５９８円のうち１，１４２，６５３，２４５円を減債積立金に

積み立て、１，４４９，４９１，３５３円を資本金に組み入れるものと

する。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議決を求めるもので

あります。  

 

 

49



 

議案第１２０号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市一般会計歳入歳出決算について、議会の認定を求め

る。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市一般会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市一般会計の決算について、地方自治法第２３３条

第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

50



 

 

議案第１２１号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市国民健康保険事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。 

 

51



議案第１２２号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市介護保険事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。 

 

 

52



議案第１２３号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計の決算について、地

方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもの

であります。

 

 

53



   129 

 

議案第１２４号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決

算について、議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の決算に

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を

求めるものであります。

 

 

54



議案第１２５号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市霊園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市霊園事業特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

55



 

議案第１２６号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市農業集落排水事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。

 

 

56



 

議案第１２７号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市競輪事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市競輪事業特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

57



 

議案第１２８号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市地方卸売市場事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。

 

 

58



 

議案第１２９号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算に

ついて、議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計の決算につい

て、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求め

るものであります。

 

 

59



 

議案第１３０号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市市街地再開発事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。

 

 

60



 

議案第１３１号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市動物公園事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市動物公園事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。

 

 

61



議案第１３２号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算について、

議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市公共用地取得事業特別会計の決算について、地方

自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるもので

あります。

 

 

62



 

 

議案第１３３号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算について、議会

の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市学校給食事業特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市学校給食事業特別会計の決算について、地方自治

法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであり

ます。

 

 

63



 

 

議案第１３４号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市公債管理特別会計歳入歳出決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市公債管理特別会計の決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

64



 

議案第１３５号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市病院事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市病院事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市病院事業会計の決算について、地方公営企業法第

３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

65



 

議案第１３６号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市下水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市下水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市下水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

 

66



 

議案第１３７号 

   決算の認定について 

 令和元年度千葉市水道事業会計決算について、議会の認定を求める。 

  令和２年９月８日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 令和元年度千葉市水道事業会計決算(別冊) 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  令和元年度千葉市水道事業会計の決算について、地方公営企業法第

３０条第４項の規定に基づき、議会の認定を求めるものであります。

 

67


